
柏木町地区

要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

1 【生活道路の舗装について】
　柏木町町内会

町内の生活道路について、凹凸が目立ち水たま
りができ、また冬には氷って車の走行等に障害が
発生している所があります。重大な事故防止の為
にも、つきましては下記道路の舗装をお願い致し
ます。

１）柏木町３丁目１番と２番間から始まる南北通
り
２）柏木の道　陥没している所が３ヶ所（木村家
裏）（田代家裏）（柏木の道北入口）小学生の通
学路にもなっています。
３）はまなす町南北通り入口斜面「スリップ防止
版」の補修・・・重大事故防止の為

【ミーティング開催時回答】
　御要望のうち、１）の柏木３丁目２号線につき
ましては、現地調査を行い、町内会の御意見を伺
いながら整備について検討してまいります。
　２）の「柏木の道」の陥没につきましては、今
年度中に補修を行います。
　３）の「柏木山際通」のスリップ防止板につき
ましては、昨年度に引き続き今年度も補修を進め
てまいります。
　また、冬期の滑り止め対策として、引き続き、
融雪剤の散布や砂箱設置を行い、通行の安全確保
に努めてまいります。

【平成31年３月末時点回答】
　柏木の道の陥没については、平成30年９月に補
修を完了いたしました。また、柏木山際通のス
リップ防止版についても、平成30年10月に補修が
完了いたしました。

Ｂ

Ｂ

都市建設部
　道路維持課

平成30年11月1日（木）　川沿町総合福祉会館
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

2 【歩道凹凸部分の補修について】
　柏木町町内会

　町内の歩道について未整備のところの凹凸が大
きく高齢者の歩行や自転車の走行に障害が発生し
ています。つきましては下記歩道の補修をお願い
致します。

１）柏木町１丁目23番と６丁目１番間の中央通り
の両側歩道
２）柏木町５丁目１番と２番の中央通りの北側歩
道
３）柏木町６丁目公園から中央通りまでの両側歩
道
４）柏木町６丁目から宮の森町までの糸井西通り
の歩道

【ミーティング開催時回答】
　御要望のうち、１）２）の柏木中央通につきま
しては、今年度舗装改修工事を実施いたします。
　３）および４）の歩道につきましては、今後現
地調査を行い、町内会の御意見を伺いながら補修
を行ってまいります。

【平成31年３月末時点回答】
　柏木中央通の舗装改修工事は、平成31年１月に
完了いたしました。

Ｂ

Ｂ

都市建設部
　道路維持課

3 【公園内の剪定について】
　柏木町町内会

　下記公園内植木によって街路灯が隠れているた
めに暗くなっています、防犯の為にも下記公園内
の剪定をお願い致します。

１）５丁目公園南側の東　街路灯が植木により暗
いので、枝の剪定をお願い致します。

【ミーティング開催時回答】
　柏木５丁目公園の樹木の枝のせん定につきまし
ては、９月末までに行います。

【平成31年３月末時点回答】
　現地立会をさせていただき、10月上旬に完了し
ております。

Ａ

Ａ

都市建設部
　緑地公園課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

4 【はまなす町雪捨て場について】
　柏木町町内会

　ブルドーザーやパワーショベルの音や振動がひ
どい、また、雪の中にあったゴミが春に小糸魚川
に流されています、この雪捨て場はすぐいっぱい
になるため、もっと広い場所に移動した方が良い
のでは？

　西側地区の雪捨場につきましては、これまでも
市有地や民有地で使えそうな土地について調査を
行ってまいりましたが、なかなか条件が整わず、
現時点で「はまなす町」以外に適地が無い状況で
す。
　このため、作業に伴う騒音や振動につきまし
て、町内会の御意見を伺い対応いたします。
　また、雪捨場閉場後は、整地した後ごみの回収
を行っておりますが、改めて注意して対応いたし
ます。
　なお、御指摘のとおり例年容量不足となり早期
に閉場となるため、一部雪捨場の拡張を行うほ
か、昨年度から「汐見町」にも雪捨場を確保して
おりますので御利用願います。

Ｂ 都市建設部
　道路維持課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

5 【はまなす町山中のゴミ捨てについて】
　柏木町町内会

　はまなす団地北東側の山中に大型ゴミがかなり
捨てられています。散歩する人は多くはないので
すが、このままだと益々ゴミが増えるようで心配
しています、対策を講じてもらいたいです。

【ミーティング開催時回答】
　不法投棄の対応につきましては、現地を確認し
調査を行う中で投棄者の特定を行っております
が、投棄者が特定できない場合は土地の所有者や
管理者に処理の依頼をすることになります。
　はまなす団地の不法投棄について現地を確認し
調査を行いましたが、投棄者の特定はできません
でした。
　今後、土地の所有者を調査し、投棄物の処理と
土地の適正管理について依頼を行うとともに、不
法投棄防止看板の設置など対策に努めてまいりま
す。

【平成31年３月末時点回答】
　不法投棄の対応につきましては、現地を確認し
調査を行う中で投棄者の特定を行っております
が、投棄者が特定できない場合は土地の所有者や
管理者に処理の依頼をすることになります。
　はまなす団地の不法投棄について現地を確認し
調査を行いましたが、投棄者の特定はできません
でした。
　土地の調査結果から、一部市有地も含まれてい
たため、平成30年11月７日、市で投棄物の撤去を
行いました。今後は道路の封鎖や看板の設置な
ど、対策を検討してまいります。

Ｂ

Ａ

環境衛生部
　ゼロごみ推進課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

6 【はまなす町小糸魚川河川敷について】
　柏木町町内会

　はまなす町の小糸魚川西側の川沿いは、以前は
散歩出来る道がありました。現在は河川改修に
よって道が消え、またフェンスが設置されて歩行
は困難です、特に冬は雪捨て場となるため通行不
能です。せっかくきれいな小糸魚川があるのです
から、川沿いを歩けるようにして欲しいです。

【ミーティング開催時回答】
　御要望の小糸魚川西側の川沿いにつきまして
は、平成24年度に河岸の侵食が住宅地側の市道や
遊水施設への影響が懸念されるため、蛇行した河
川の一部を護岸整備と合わせ改修させていただき
ましたが、河岸の散策は可能となるよう努めてお
ります。
　しかしながら、フェンス設置箇所は民有地で、
河川から取水する設備があり、転落等における事
故防止の観点から、安全に配慮するためフェンス
が設置されておりますが、市といたしましては、
自然河川が残っている貴重な場所として、地域の
声にお応えできるよう検討してまいります。
　また、雪捨て場につきましては、あまり河川側
に雪を寄せないよう、担当業者に指導してまいり
ます。

【平成31年３月末時点回答】
　御要望の箇所は、平成30年11月に実施しまし
た。

Ｂ

Ａ

都市建設部
　道路河川課

7 【歩道に設置された花壇の植栽について】
　川沿町町内会

歩道の花壇は市内各所に設置されていますが、
ときわ川沿中央通の草木、生垣などが大きくな
り、車両が車道へ出るときには、左右を見通すこ
とが困難な箇所があり、交通安全の観点から木立
などの剪定方法のご検討をお願いします。

　御指摘のときわ川沿中央通の見通しを悪くして
いる生垣等の対応につきましては、８月23日にせ
ん定を完了しております。今後も交通安全上の支
障とならないよう現地を確認し対応してまいりま
すので、お気付きの点がございましたら緑地公園
課（℡32-6507）まで御連絡をお願いいたします。

Ａ 都市建設部
　緑地公園課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

8 【指定避難施設トイレの洋式化について】
　川沿町町内会

近時の西日本豪雨などにより、多くの人が避難
所生活を余儀なくされています。特に、高齢の
方々は和式トイレの使用に苦労されているものと
推察されます。当地域の避難所、泉野小学校も洋
式トイレの数が少ないと思われます。市全体とし
て計画的に洋式化が進められていると思います
が、避難施設の洋式トイレの増設をお願いしま
す。

　市では、指定避難所におけるトイレ対策とし
て、災害用トイレ（簡易トイレ）の備蓄や、企業
等の応援で仮設トイレを速やかに設置できる体制
整備を進めており、いずれの場合も避難された方
の利便性を考慮して、洋式タイプのトイレを優先
しております。
　また、市内の小・中学校につきましては、計画
的にトイレの洋式化を進めており、平成32年度ま
でに全大便器の約８割が洋式トイレとなる計画で
ございます。なお泉野小学校は平成32年度にトイ
レ洋式化工事実施する予定となっておりますの
で、御理解をお願いいたします。

Ａ 教育部
　施設課

市民生活部
　危機管理室

9 【宮の森町１丁目５・６・７の公衆用道路の整備
について】
　宮の森町内会

当該地域は一部は29年に整備されたが西側の山
地の山肌が大雨時に土砂が流出することもあり、
引き続き整備を進めることを要望する。

【ミーティング開催時回答】
　御要望の公衆用道路整備につきましては、昨年
度、宮の森町１丁目における当該地域の一部を道
路整備させていただきましたが、引き続き御要望
箇所の整備に向け、今年度、測量を始めとした市
道認定や工事に必要な調査を進めております。
　できるだけ早期に道路整備が可能となるよう、
引き続き検討を進めてまいりますが、維持管理に
ついてお気付きの点がございましたら、道路管理
事務所（73-5000）へ御連絡をお願いします。

【平成31年３月末時点回答】
　御要望の路線は、平成30年11月に実施するとと
もに、平成31年３月に市道認定を行いました。
　また、今年から道路整備を進めてまいります。

Ｂ

Ａ

都市建設部
　開発管理課
　道路河川課
　道路維持課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

10 【宮の森１丁目22～25の北側の公衆用道路の整備
について】
　宮の森町内会

　当該地域の路面補修と雨水対策として早急に雨
水溝の整備を要望する。

　御要望の路面補修と雨水溝の整備につきまして
は、宮の森町１丁目５・６・７の公衆用道路と同
様に、整備に向けた検討を進めてまいりますが、
それまでの間は、道路パトロール等により路面状
況を確認し、通行に支障となる場合は適時補修を
行ってまいります。
　また、雨水対策として、素掘側溝の整備につい
て現地調査の上実施してまいります。

Ｂ 都市建設部
　道路維持課
　道路河川課

11 【野良猫・捨て猫対策に助成制度の創設を】
　宮の森町内会

　野良猫・捨て猫対策として行政としては法的に
対応が困難な現状から町内会が民間のボランティ
ア団体に協力を仰ぎ、個人の善意による負担や募
金を募る等しながら、親猫の避妊手術や子猫の養
育親探しや予防注射等を行っている。
　行政として保護等の対策に条例を設けるか、又
は町内会や民間のボランティア団体等の活動に助
成制度を設けることを要望する。

　当市では野良猫などを減らす対策として、猫の
飼い主に対し終生飼育や室内飼育、避妊・去勢手
術、首輪の取付けの奨励、野良猫への給餌者に対
しては近所迷惑な餌やりはやめるよう市のホーム
ページ等で呼び掛けています。
　条例の制定や助成制度については、一つの方策
ではありますが、野良猫が発生する根本的な原因
は一部の無責任な飼い主や給餌者にあると考えて
います。当市では、そのような飼い主などに対し
現場確認の上、直接指導を行っております。今後
においても周辺環境を損なうことや地域住民に対
して迷惑をかけることなどがないよう、引き続き
積極的な啓発活動やより一層の指導が最も重要と
考えています。

Ｃ 環境衛生部
　環境生活課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
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担 当 部 課

12 総合政策部
　秘書広報課Ｂ

Ｃ

【ミーティング開催時回答】
　広報紙の配布委託料につきましては、業者で
は、配布にかかわる仕分・梱包作業及び配布員へ
の輸送なども行っており、町内会との作業内容に
違いがあることや、業者の事務費や管理費も加算
されておりますことから、委託単価に差が生じて
おりますことを御理解願います。
　なお、広報紙の配布に関しましては、町内会か
らは単価の件以外にも、配布員不足や負担感等
様々な課題をお聞きしておりますことから、引き
続き町内会の御意見を伺いながら、広報紙を含め
た配布全体に関する改善策の検討を進めてまいり
ます。

【平成31年３月末時点回答】
　広報紙の配布委託料につきましては、町内会と
民間事業者の作業内容別単価の分析、検証などを
行い、町内会への委託単価の見直しも検討してま
いりました。
　検討の中で、広報とまこまいは、全市民に市の
情報をお届けする重要な手段として、全戸に確実
に配布することが第一義であると考えており、現
在配布を担っていただいている町内会からは高齢
化や役員のなり手不足を背景に、配布に負担を感
じているという声が増えつつあることから、配布
単価の見直しも重要と認識をしておりますが、全
戸民間事業者配布へと体制自体を変える方針に
至ったところでございます。
　今後、市全体で町内会に対する支援策の見直し
を行い、引き続き町内会の皆様との協議を重ねて
まいりたいと考えておりますので、御理解をお願
いいたします。

【広報誌配付委託料について】
　宮の森町内会

　町内会が受託している広報誌の委託料の単価は
11.3円ですが業者に委託している単価は21.6円と
聞いています。
　町内会委託分は各班毎の仕分け作業の費用が掛
かるとの説明とのことですが、管理費・人件費を
考慮しても１部10円強の差額には納得が出来ませ
ん。広報誌を含め他の配付物を含め総合的な改善
を要望します。
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